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1　はじめに

学校週5日制の時代において、地域と学校との連携が一層重要になっている。今日、少子化と高齢化

の進行により、地域全体で子どもを育成するための社会的枠組みが求められている。文部科学省の調査

によると、地域と学校を結ぶ活動の長所として上位に挙げられたものは、「多様な体験活動の場や機会

の提供」、「学校開放による場や機会の提供」、「親子のふれあいの機会の提供」、「高齢者等とのふれあい

の機会の提供」などである11■。こうした地域連携活動が活発化する中で、新たな学校像として、コミュ

ニティ・スクールの動向に関心が集まっている。それは、コミュニティ・スクールが、地域と連携した

学校運営を可能にし、開かれた学校づくりとアカウンタビリティの要請に応えるものと期待されている

からである。保護者や地域の人々が、学校運営に対して一定の権限を持って参加することによって、一

層充実した学校づくりを進めようとするのが今日のコミュニティ・スクールである。地域に根ざした教

育活動を盛んにすることによって、住民が主体的に学校運営や学校教育に関心を持ち、教育の活性化を

図ろうとするものである。コミュニティ・スクールの設置に当たっては、学校経営全体に関わる問題と

して、学校と地域社会の双方向の関係を作ることが重要になる√2・。

しかし、現実に議論されているコミュニティ・スクール像は多様であり、必ずしも一定の学校像に対

して議論が行われているわけではない。現在のコミュニティ・スクールは、住民の主体的な学校参加を、

意識や掛け声だけでなく、具体的な組織や法律の面を整備したうえに成り立たせているところに特徴が

ある。つまり、地域住民、保護者、教員の代表者からなる組織として学校運営協議会を作り、学校の教

育課程や人事を中心に議論し、学校の教育計画に参与するのである。地域住民や保護者の要望は、学校

運営協議会を通じて、これまで以上に学校運営へ反映されることになる。

筆者は、コミュニティ・スクールに関する共同研究3の一端として、開かれた学校づくりを進める

ための校務分掌が設置されている学校の方が、新しいタイプの公立学校法制化に積極的であることなど

を明らかにしてきた。本稿では、今日のコミュニティ・スクール像を検討したうえで、一つの公立小学

校の事例を通して、主として法制度的側面と地域住民の要望との差を考察することによって、地域型コ

ミュニティ・スクールの成立要因を明らかにすることを目的とする。
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2　コミュニティ・スクール像の検討

（1）コミュニティ・スクール法制化の経緯

まず、現在のコミュニティ・スクールが、国レベルで法的に位置付けられた経緯をまとめておく。表

1は、コミュニティ・スクール法制化の経緯をまとめたものである。表1から分かるように、中央教育

審議会、教育改革国民会議、総合規制改革会議などが連動し、コミュニティ・スクール法制化の動きに

つながっている。こうした経緯により、平成16年6月2日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」が改正され、学校運営協議会制度（第47条の5、平成16年9月9日施行）が完められたのである。

この制度を持つ学校がいわゆるコミュニティ・スクールとして平成17年4月から全国各地で発足してい

る。コミュニティ・スクールは、平成19年4月までに研究指定も含めて全国で195校発足している。

表1．コミュニティ・スクール法制化経緯

平成12年9月22日

平成12年12月22ロ

平成13年1月25日

平成13年7月24日

平成13年10月26日

平成13年12月11日

平成14年4月～

平成14年4月～

平成14年3月29日

平成14年12月12日

平成15年1月

平成15年5月15「1

平成15年7月

平成15年12月

平成15年12月16円

平成15年12月22日

平成16年3月4日

平成16年3月12日

平成16年6月2日

教育改革国民会議中間報告で、コミュニティ・スクールを提案。

教育改革国民会議の最終報告「教育を変える17　の提案」の中で、新しいタイプの

学校としてコミュニティ・スクール設置の促進を提言。

文部科学省「21世紀教育新生プラン」（レインボー・プラン）で新しいタイプの学

校としてコミュニティ・スクールの検討を提示。

総合規制改革会議中間とりまとめでコミュニティ・スクールの積極的設置を提案。

経済財政諮問会議「改革先行プログラム」で、コミュニティ・スクールの可能性を

検討。

総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第1次答申」で、初等中等教育におけ

る多様化推進のために、コミュニティ・スクール導入のための法制度整備と実践研

究の推進を提言（12月18日コミュニティ・スクールの推進を閣議決定）

学校週5円制の完全実施開始。

文部科学省がコミュニティ・スクールのモデル校（京都市立御所南小学校など9校）

を指定、平成17　年3月までの3年間「新しいタイプの学校運営の在り方に関する

実践研究」開始。

規制改革推進3ケ年計画の閣議決定の中に、コミュニティ・スクールが位置づけら

れる。

コミュニティ総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第2次答申」で、コミュ

ニティ・スクール導入のための法制度整備と期限（平成15　年中に検討・結論）を

提言。

構造改革特区第2次提案で公設民営型学校の設置について提案。

文部科学人臣が中教審に「今後の初等中等教育改革二の推進方策について」諮問。コ

ミュニティ・スクールの日用巨性を含めた′’封交の管理運営の在り方について諮問（二、

構造改革特区第3次提案で教育改革特区（新しいタイプの学校の創設）を提案、

構造改革特区第4次提案で公設民営型学校の設置について提案。

中教審中間報告「今後の学校の管理運営の在り方について」で、地域運営学校（コ

ミュニティ・スクール）について、意義や制度の在り方について報告．。

総合税制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申」で、コミュニティ・スク

ールを平成17年4月から発足叶能なように国会への法案提出を提言。

中教審最終報告「今後の学校の管理運営の在り方について」で、学校運営協議会制

度の性格（学校運営について承認、人事について意見）を明示。

第159回国会に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正案を提出。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により学校運営協議会制度（第47

条の5）が定められる（9月9日施行）。この制度を持つ学校がいわゆるコミュニ

ティ・スクールとして平成17年4月から発足。

（2）コミュニティ・スクール像の比較

以上に示した経緯の中で、特に、コミュニティ・スクールの法制化は、教育改革国民会議の最終報告
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「教育を変える17の提案」（平成12年12月22日）の中で、新しいタイプの学校として提案されたことが大

きな契機となっている。同報告が提言したコミュニティ・スクールは、地域住民に多様な教育機会を提

供するとともに、学校教育を活性化することを目的とするものである。これは、地域独自のニーズに基

づき、地域が運営に参画する新しいタイプの公立学校を目指すものであり、市町村が校長を募集し、有

志による提案を市町村が審査して学校を設置するものである。校長はマネジメント・チームを任命し、

教員採用権を持って学校経営を行い、学校経営とその成果のチェックは、市町村が学校ごとに設置する

地域学校協議会が定期的に行うとされている。同報告による提案の後、コミュニティ・スクールの推進

が閣議決定（平成13年12月）され、文部科学省がモデル校を指定（平成14年度以降）するなど、本格的

な動きが行われてきた。

総合規制改革会議による規制改革の推進に関する第一次答申（平成13年12月11日）は、初等中等教育

における多様化推進のために、コミュニティ・スクール導入に伴う法制度の整備をはじめとして、新し

いタイプの公立学校の導入を提言している。これは、地域住民に対して一層質の高い教育サービスを提

供することを目的とするものである。具体的には、地域や保護者の代表を含む地域学校協議会の設置、

教職員人事や予算使途の決定、教育課程、教材選定やクラス編制の決定など学校の管理運営について、

学校の裁量権を拡大していくものである。そして、校長公募制の導入、広域の通学区域設定など、保護

者、地域の意向を反映し、学校の独自性が確保されるような法制度の整備に向けた検討を行う。これに

より、地域に開かれた学校づくりを目指し、教育成果に対するアカウンタビリティを果たそうとするも

のである。

このように、今日のコミュニティ・スクールは、基本的には自治体が設置し地域コミュニティが連携

して運営する新しいタイプの公立学校である。オルセン（01sen，EG）のコミュニティ・スクール、教

育改革国民会議の最終報告（2000．12．22）、規制改革の推進に関する第一次答申（2001．12．11）のコミュ

ニティ・スクール像の理念を比較すると次のようになる（表2）。

表2．コミュニティ・スクール像の比較

提 オルセン （O Isen 、EG ）の 教育改革国民会議の最終報告 税制改革の推進に関する第一次答申

唱 コミュニアイ ・スクール （2000．12．22） （200 1．12．11）

理

・アカデ ミック学校 と進歩上 ・地域住民に多様な教育機会を提供 ・初等中等教育の多様化推進

義学校の両者の長所を取 り ・学校教育の活性化 ・コミュニティ・スクール導入のた

念 入れ地域の教育資源を活用 ・地域独自のニーズを重視、地域が めの法制度整備

・地域社会の実態から離れず 運営に参画 ・地域住民へ一層質の高い教育サー

に課題解決の方途を探究 ビスの提供

＝
ノヾ

・地域の課題を教育課程に位 ・市町村が校長を募集 ・地域や保護者代表を含む地域学校

置づける ・有志の提案を市町村が審査 して学 協議会の設置

体 ・地域社会の活動に積極的に 校を設置 ・学校の管理運営について学校の裁

方 参加 ・校長の教員採用権を導入 最権を拡大

策 ・地域社会における教育活動 ・地域学校協議会が学校経営とその ・校長公募制の導入

の指導的役割を果たす 成果をチェック ・広域の通学区域設定

これらのコミュニティ・スクール像を比較すれば、教育改革国民会議の最終報告および規制改革の推

進に関する第一次答申は、いずれも、法制度整備を基本方向とするものである。これらの法制度整備に

基づくコミュニティ・スクール像は、オルセン（01sen，EG）などによって提起された地域社会学校

（communityschool）‘4：とも背景要因が異なっており、むしろアメリカのチャーター・スクールを念頭

に置いたものであるといえる■5■。コミュニティ・スクールの多義性に関する問題ついて、小松郁夫は、
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多義的なコミュニティ概念の限界として次の三点を指摘している■b■。つまり、第一に、社会全体の急激

な構造改革に学校教育が殆ど関わっていくことができていない実態、第二に、コミュニティが持つ価値

的イメージが一元的ではないこと、第三に、伝統的な学校論との関係が暖味にされていることである。

こうした多義性の問題はあるにせよ、これまでの報告書や答申で述べられたコミュニティ・スクールは、

自治体が設置し地域コミュニティが連携して運営する新しいタイプの公立学校である。その基本的性格

は、学校と地域が連携し、開かれた学校づくりを目指すとともに、自主的で創造的な教育活動を実現す

ることで学校に要請されるアカウンタビリティに応えようとするものであるといえる。

3　地域型コミュニティ・スクールの検討

したがって、現在のコミュニティ・スクールは、法制度のもとに、住民の主体的な学校参加を学校運

営協議会という制度のうえに成り立たせているところに特徴がある。しかし、都市部と地方とでは、住

民の学校に対する意識をはじめ、住民の主体性や学校参加の程度が大きく異なる。例えば、地域住民が

抱く「地域の豊かな自然の中で子どもを育む」という学校像は、現在のコミュニティ・スクールの普遍

的要因とは言いにくい。コミュニティ・スクールに関する答申等の内容は、地域型のコミュニティ・ス

クールに直接的には当てはまらないことがある。

そして、地方における地域住民にとって、コミュニティ・スクールという名称自体へのなじみが薄い

ことも事実である。地域住民は、学校への要望があったとしても、学校の運営方針との調和的方向を望

んでいることが多い。コミュニティ・スクールは、地域に即した形態を基本とするものであるから、地域

それぞれの実態に応じた特徴がある。事例として取り上げる長野県下伊那郡阿智村立阿智第三小学校、7

の場合は、阿智村教育長の強い意向を受け、文部科学省のコミュニティ・スクール推進事業の研究指定

を受けたものである。学区に25年以上の歴史を持つ青少年育成組織である「智里東協青の会十8－が存在

していたこともコミュニティ・スクール発足の大きな要因である。地域住民との協議を重ねることによ

り、地域の豊かな自然と人々の触れ合いの中で、子どもたちが地域に誇りをもち、学ぶ力が向上し、学

校や地域の伝統を守り続ける地域型コミュニティ・スクールを目指すことになった。

経過として、まず、2005年4月に阿智第三小学校コミュニティ・スクール推進委員会（委員長：筆者）

が設置された。この委員会は、規約しいにより阿智第三小学校内に置かれた。阿智第三小学校コミュニ

ティ・スクール推進委員会は、2005年度中に7回の協議を重ね、地域型コミュニティ・スクールの在り

方を探ってきた。協議の詳細は、報告書にまとめられている■1°ト。表3は、阿智第三小学校コミュニテ

ィ・スクール推進委員会委員である。表3に示された委員の他に、事務局として阿智第三小学校内に1

名（Y教諭）、阿智村教育委員会内に1名（T教育振興幹）の担当者がおり、この2名がコミュニテ

ィ・スクール設置に向けての実質的な推進役を担っている。Y教諭が、地域と校内の実情を踏まえ実現

可能なコミュニティ・スクールの組織を提案し、T教育振興幹が教育行政の立場から制度的側面の推進

を担っている。教員と教育行政担当者という実質的な推進役の存在は、地域型コミュニティ・スクール

の成立にとって重要な要因になっている。筆者は、阿智第三小学校コミュニティ・スクール推進委員会

の協議の場等において、彼らの提案に対して支援的に、研究情幸鋸二基づいた助言や必要な修正意見等を

示している。

年7回行われた推進委員会の中で、議論が大きく進展したのは、京都市立御所南小学校の視察報告が

行われた第5回（2005年11月1日開催）の委員会である。第5回推進委員会では、2005年10月5日に実

施したコミュニティ・スクール先進校視察に関する報告を行った。視察報告を受け、推進委員の間には、

地域の伝統・文化・人材を活用し、地域の実態に合った方法で行えば、コミュニティ・スクールへの移
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推進委員会の構成員（20名）
自治会代表（智里東自治協議会会長） 阿智第三小学校教頭

阿智第一小学校長

阿智第二小学校長

阿智中校長

阿智村保育所長

阿智村教育長

阿智村教育委員会学校教育係長

長野県教育委員会教育振興課長

長野県教育委員会義務教育課長

〝　　 （阿智村婦人会智里支部長）

〝　　 （プレーパーク代表）

公民館長（智里東公民館長）

育成会役員（協青の会会長）

PT A代表（阿智第三小学校PTA会長）

〝　　 （阿智第三小学校PTA副会長）

〝　　 （阿智第三小学校PTA 役員）

学識経験者（信州大学教育学部教授：筆者）委員長

阿智第三小学校長 長野県教育委員会教学指導課長

行が可能であるとの意識が高まった。視察に参加した委員の一人は、「コミュニティ・スクールという

ことで学校が一体となって職員が一丸となって同じ方向に進むことにより、学校全体が向上し学校への

理解が深まり地域に支えられていると感じた」という感想を述べている。

最終的に、第7回委員会（2006年2月23日開催）において、既存の地域組織を中心とした「智里東コ

ミュニティ」と称する協議組織を設立することとし、これを半年後の2006年9月に、学校運営協議会へ

移行する方向が定まった。移行を半年後としたのは、学校運営協議会を地域へ浸透させるためにはある

程度の準備期間が必要であること、学校教職員の人事が行われる時期より前に移行を済ませておく必要

があることを考慮したためである。「智里東コミュニティ」は、保護者代表（汀A正副会長など5名）、

地域代表（自治協議会会長など10名）、学校代表（校長・教頭など5名）からなる学校運営協議会の試

行的組織である0「智里東コミュニティ」の協議内容は、学校運営に関する事項、地域に対する学校へ

の協力依頼に関する事項、学校に対する地域の協力依頼に関する事項、その他学校と地域の連携に関す

る事項等である。「智里東コミュニティ」の発足に当たっては、阿智第三小学校コミュニティ・スクー

ル推進委員会事務局が、保護者代表・地域代表・学校代表間のコーディネートを担当することになった。

こうした試行的組織を半年間設置することによって、学校運営協議会へのスムースな移行を図ったので

ある。

阿智第三小学校における地域型コミュニティ・スクールの成立要因として、次の点を挙げることがで

きる。すなわち、これまでの学校と地域との関係を生かし地域おこしと教育の充実との接点を求めてき

たこと、地域住民の抱く学校イメージを教育課程へ反映する方向を基本としたこと、先進校視察がコミ

ュニティ・スクールの具体像に結び付き設置への意欲を高めたこと、阿智第三小学校内のY教諭と阿智

村教育委員会内のT教育振興幹とが連携して具体的な推進案を提示してきたことである。学校運営協議

会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法奉㌢111に基づく合議制の機関であり、当該学校の教育課

程の編成等について承認するのであるが、合議制・承認といった手続き的観点とともに、地域の要望を

教育課程に反映し地域住民が学校の教育活動に参加するという観点が重要になる。

4　調査の概要と分析

阿智第三小学校コミュニティ・スクール推進委員会では、2005年7月に、地域住民へのアンケート調

査を実施し、コミュニティ・スクールへの理解と参加意識を高めるとともに、地域住民にとって、実現

可能でより望ましいコミュニティ・スクールの方向を探ってきた。調査対象は、学区の中学・高校生

（76人）、保護者（104人）、地域住民（826人）、教員（12人）である。回収数（率）は、中学・高校生
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（58人、76％）、保護者（90人、87％）、地域住民（445人、54％）、教員（12人100％）である。回収総数

は605、総回収率は59％である。

表4．中学・高校生用質問項目（量的回答部分）

① 小 学 校 時 代 は 、 学 校 生 活 が 楽 しか っ た 。

② 阿 智 第 三 小 学 校 の 召 ま、 あ い さつ が よ くで き る。

③ 阿 智 第 三 小 学 校 で は 、 基 礎 的 な 学 力 を身 に 付 け る こ とが で き た 。

④ 先 生 は 、 一 人 一 人 を 大 切 に して くれ た。

⑤ 先 生 は 、 楽 し くわ か る授 業 を して くれ た 。

⑥ 学 校 だ よ りや 学 級 だ よ りを楽 しみ に して よ く読 ん だ 。

⑦ 智 里 東 地 区 は 、 社 会 体 育 や 協 青 の 会 な ど地 域 の 活 動 が 活 発 で あ る。

⑧ 阿 智 第 三 小 学 校 で は 、 地 域 の 自然 や 人 材 を学 校 で の 学 習 に うま く取 り入 れ て い る。

⑨ コ ミュ ニ テ ィ ・ス クー ル に つ い て 興 味 ・関 心 が あ る。

表5．保護着用質問項目（量的回答部分）

① 子 ど も は 、 毎 日楽 し く学 校 に 通 っ て い る。

② 子 ど も は 、 あ い さつ が よ くで き る。

③ 子 ど も の 学 力 は 、 向 上 して き て い る。

④ 学 校 で は 、 子 ど も一 人 一 人 を大 切 に した 教 育 を して い る。

⑤ 先 生 は 、 楽 し くわ か る授 業 を し よ う と努 力 して い る。

⑥ 学 校 の 教 育 方 針 や 教 育 活 動 （子 ど もの 姿 ） が 家 庭 に わ か りや す く伝 え られ て い る。

⑦ 子 ど もの こ と に つ い て 、 先 生 に 気 軽 に 相 談 で き る 。

⑧ 地 域 の 環 境 や 人 材 が 学 校 の 教 育活 動 に うま く活 か され て い る。

⑨ 自分 の 得 意 な こ と を活 か して 、 学 校 教 育 に 参 加 した い。

⑩ 参 観 日で 学 校 に 行 っ た り、 PT A 行 事 に積 極 的 に 参 加 して い る。

⑪ 地 域 行 事 に 子 ど も を積 極 的 に参 加 させ て い る。

⑫ コ ミュ ニ テ ィ ・ス ク ー ル に つ い て 興 味 ・関 心 が あ る。

表6．地域住民用質問項目（量的回答部分）

① 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もた ち は 、 毎 日楽 し く通 っ て い る。

② 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もた ち は 、 あ い さつ が よ く で き る。

③ 阿 智 第 三 小 学 校 の 千 ど もた ち の 学 力 は 向 上 して き て い る。

④ 阿 智 第 三 小 学 校 で は 、 千 ど も一一人 一 人 を 大 切 に した 教 育 を して い る。

⑤ 阿 智 第 三 小 学 校 の 先 生 は 、 楽 しく わ か る授 業 を しよ う と努 力 して い る。

⑥ 学 校 の 教 育 方 針 や 教 育 活 動 （子 ど もの 姿 ） を家 庭 に わ か りや す く伝 え られ て い る。

⑦ 子 ど も の こ とで 気 軽 に学 校 へ 連 絡 す る こ とが で き る。

⑧ 地 域 の 環 境 や 人 材 が 学 校 の 教 育 活 動 に うま く活 か され て い る。

⑨ 自分 の 得 意 な こ とを 活 か して 、 学 校 の 教 育 活 動 に 参 加 した い 。

⑩ 音 楽 会 や 運 動 会 、 参 観 日等 の 行 事 に 積 極 的 に 出 か け て い る。

⑪ 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もは 、 地 域 行 事 に 積 極 的 に 参 加 して い る 。

⑫ コ ミュ ニ テ ィ ・ス クー ル に つ い て 興 味 ・関 心 が あ る 。

調査の趣旨は、地域と密着した学校づくりを目指すための住民の意識を調べるために実施したもので

ある。調査票の作成に当たっては、筆者と事務局とが共同で行った。まず、調査票案を作成し、調査票

に慣れていない地域住民も答えやすいよう、回答方法、ワーディング、回答時間と量などを検討した。

4種類の調査対象に対して、調査の趣旨は同じであるが質問項目の表現を若干変えた4種類の調査票を
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作成した。それぞれの調査対象に関する量的回答部分は、表4から表7の通りである。量的回答部分は、

「4・そう思う」から「1・そう思わない」までの4段階のスケールで質問したものである。

表7．教員用質問項目（量的回答部分）

① 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もた ち は 、 毎 日楽 し く通 っ て い る。

② 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もた ち は 、 あ い さつ が よ くで き る。

③ 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もた ち の 学 力 は 向 上 して き て い る。

④ 阿 智 第 三 小 学 校 で は 、 子 ど も 一 人 一 人 を 大 切 に した 教 育 を して い る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○⑤ 阿 智 第 三 小 学 校 の 教 職 員 は 、 楽 し くわ か る 授 業 を し よ う と努 力 して い る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○⑥ 学 校 の 教 育 方 針 や 教 育 活 動 （子 ど もの 姿 ） を家 庭 に わ か りや す く伝 え て い る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○⑦ 保 護 者 は 、 子 ど も の こ と で 気 軽 に 学 校 に 相 談 で き て い る。

⑧ 阿 智 第 三 小 学 校 は 、 地 域 の 環 境 や 人 材 を 学 校 の 教 育 活 動 に うま く活 か して い る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○⑨ 阿 智 第 三 小 学 校 の 子 ど もは 積 極 的 に 地 域 行 事 に 参 加 して い る。

⑲ 地 域 行 事 に積 極 的 に 参 加 して い る。

⑪ コ ミュ ニ テ ィ ・ス クー ル に つ い て 興 味 ・関 心 が あ る 。

以下では、地域と密着した学校づくりを目指す場合に、どのような学校像がイメージされているかを

分析するために、データの構造を因子分析によって項目を分類し検討を加えることにする。調査対象に

複数の種類があるので、データ数の最も多い地域住民用のデータを基本として、次の手順で因子分析を

施した。因子分析は、主因子法によって因子を抽出した後、Varimax回転を施して、それぞれの軸に対

する因子負荷量が最大になるようにした。因子の抽出に当たっては、固有値1．0以上を基準として2因

子を抽出した。表8がその結果である。これら2因子の累積寄与率は、58．3％であった。

次いで、表8に示される因子分析の結果に基づいて、因子負荷量0．5以上の項目を中心に各因子の解

釈を施した。因子の解釈に当たって、共通性（h2＜0・3）の低い項目はなかった。これらの因子を、各

項目の趣旨を判断して、第1因子から順に、「学校生活の充実の因子」（第1因子）、「地域連携の活性化

の因子」（第2因子）と命名した。これらの因子は、地域住民が望むコミュニティ・スクール像につな

がる要因と考えられる。

表8・因子分析結果（地域住民用質問項目）

項 目 の 趣 旨 因 子 1 因 子 2 共 通 性 h 2

④ 子 ど も 一 人 一 人 を 大 切 に し た 教 育 を して い る

⑤ 先 生 は 、 楽 し く わ か る 授 業 を し て い る

⑧ 地 域 の 環 境 や 人 材 が 教 育 活 動 に 活 か さ れ て い る

0 ．83 6 0 ．18 1 0 ．7 3 3

0 ．7 7 3 0 ．1 16 0 ．6 12

0 ．7 5 3 0 2 5 9 0 ．6 34

0 ．5 5 4
③ 子 ど も た ち の 学 力 は 向 上 して き て い る

0 ．7 4 1 0 ．0 7 1

⑦ 子 ど も の こ と で 気 軽 に 学 校 へ 連 絡 す る こ と が で き る

⑥ 学 校 の 教 育 方 針 や 教 育 活 動 を 家 庭 に 伝 え ら れ て い る

0 ．7 13 0 ．4 3 3 0 ．6 9 6

0 ．6 82 0 ．2 3 5

0 2 90

0 ．5 2 0

0 ．4 8 5

0 ．5 2 8

② 子 ど も た ち は 、 あ い さ つ が よ く で き る
0 ．6 33

① 子 ど も た ち は 、 毎 日楽 し く学 校 に 通 っ て い る
0 ．6 3 2 0 ．35 6

⑫ コミュニティ・スクールに つ い て 興 味 ・関 心 が あ る

⑨ 自 分 の 得 意 な こ と を 活 か し教 育 活 動 に 参 加 し た い

⑪ 子 ど も た ち は 、 地 域 行 事 に 積 極 的 に 参 加 し て い る

⑩ 参 観 日等 の 行 事 に 積 極 的 に 出 か け て い る

0 ．12 8 0 ．80 3 0 ．6 6 1

0 ．0 9 8 0 ．7 6 4 0 ．59 3

0 ．5 17 0 ．5 7 2 0 ．5 9 5

0 ．3 2 7 0 ．5 2 5 0 3 8 3
V a rim a x 回 転 後 の 固 有 値

4 ．5 0 3 2 ．4 0 6

2 0 0 5
寄 与 率

3 8 ．2 7

累 積 寄 与 率
3 8 ．2 7 5 8 ．32

（固有値1以上で因子を抽出）
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因子分析の結果に基づき、表9のように各因子を構成する項目得点の平均値で因子得点を構成した。

図1は、調査対象者別の因子得点プロットである。

表9．調査対象別の因子得点の構成

調査対象 第 1因子 「学校生活の充実の因子 第 2 因子 「地域連携の活性の因子」

中学 ・高校生 ①②③④⑤⑥の平均値 ⑦⑧⑨の平均値

保護者 ①②③④⑤⑥⑦⑧の平均値 ⑨⑩⑪⑫の平均値

地域住民 ①②③④⑤⑥⑦⑧の平均値 ⑨⑩⑪⑫の平均値

教員 ①②③④⑤⑥⑦⑧の平均値 ⑨⑩⑪の平均値
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図1．因子得点プロット

次に、これらの国子の因子得点が、調査対象によって差があるかどうかを明らかにするために、各因

子に対して、調査対象をグループ分け（水準）とする一元配置分散分析を施した。表10がその結果であ

る。一元配置分散分析の結果、第2因子について、F値が有意（p＜0．01）であった。第1因子について

は、有意差が見られなかった。

表10．因子得点プロット

第

1

因

子

別 回答 者 数 平 均 値 標 準 偏 差 分 散 分 析

中 学 ・高 校 生 54 3．0 2 4 0 ．5 5 7 自由 度 グル ー プ 間 3　グル ー プ 内 23 6

F 値 1．2 15 （n s）

保 護 者 80 3．0 64 0 ．5 0 2

地 域 住 民 96 2 ．9 4 0 0．7 2 7

教 員 10 3．2 6 2 0．2 6 6

全 体 24 0 3．0 13 0．6 0 9

第

2

因

子

別 回 答 者 数 平 均 値 標 準 偏 差 分 散 分 析

中 学 ・高 校 生 49 2．4 2 1 0．5 6 4 自 由度 グル ー プ 間 3　グル ー プ 内 25 6

F 値 7．56 3＊＊

保 護 者 77 2．7 9 8 0．6 13

地 域 住 民 124 2．3 6 8 0．7 7 4

教 員 10 2．86 6 0．2 3 3

全 体 26 0 2．52 5 0．7 0 4

＋p＜0・10　　＊p＜0・05　＊＊p＜0・01

平均値は、第1因子も第2因子も、教員＞保護者＞中学・高校生＞地域住民の順である。第2因子に

ついては、この順の中に有意差が見られた（12）。第2因子は、地域連携の活性化への志向を意味してい

る。この結果からは、教員の意識に比して、地域住民の平均的な意識は低いという現実が浮かび上がる。

図1の因子得点プロットから分かるように、地域住民においても各因子の因子得点が高い者が存在する。

したがって、地域住民の平均的な意識を引き上げることと意識の高い者が参画する機会をどう創出する

かが重要な課題であるといえる。これは、地域型コミュニティ・スクールが当初に直面する課題でもあ
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る。本事例は、地域型コミュニティ・スクールにおいては、学校・教育行政側からの働きかけが、コミ

ュニティ・スクール成立の重要な要因になることを示している。

阿智第三小学校では、コミュニティ・スクール推進委員会の協議により、地域の伝統文化を生かし、

現在行われている「智里東協青の会」の活動を中心に、コミュニティ・スクールへ段階的に移行するこ

とを基本方向とした。その際、地域の協力により硯在学校が取り組んでいるニジマスの飼育を教育活動

の中心にしていくこと、読書活動・あいさつ運動など地域と家庭が取り組み可能な活動を広げることに

重点を置くことにした。地域の伝統文化や地域に継続している教育活動をコミュニティ・スクールの学

習活動として意図的に組み込んでいくことが、地域型コミュニティ・スクール成立の重要な要因になる

といえる。

5　本稿の結論と今後の課題

以上、本稿で示した地域型コミュニティ・スクール像は、選択と競争を基本方向としたコミュニテ

ィ・スクール像、つまり、公立小・中学校が選択と競争の中に新しい活性方向を見出すことを基本方向

としたコミュニティ・スクール像とは若干異なるものである。また、学校が、その地域基盤性を改めて

確認して地域の参加に学校の民主主義の成立基盤を広げていくとするコミュニティ・スクール像とも異

にするところが多い。

現在、生涯学習社会の進展とともに、少子・高齢化の問題やボランティアの推進、情報教育・環境教

育・国際理解教育の推進などとも関連して、それらの問題を学校と地域共通の課題として考えていくこ

とが、コミュニティ・スクールの推進に当たって重要である○それらの問題を解決していくためには、

地域型コミュニティ・スクールを含めて、一層現実的なコミュニティ・スクール像を提示することが重

要である。地域型コミュニティ・スクールにおいては、学校・教育行政側からの働きかけが必要であり、

地域の伝統文化や地域に継続している教育活動をコミュニティ・スクールの学習活動として意図的に位

置付けていくことが成立要因になるといえる。

本稿で示したコミュニティ・スクール像は、地域における学習の連携と拡大、共生、少子化と高齢化、

児童と高齢者、時代に対応した情報教育、文化の創造、価値の創造と生きがい、つまり、生徒の生きが

い、地域住民の生きがい、教職員の生きがいなどを基本的理念とするものである。地域連携活動によっ

て、地域住民と教師・生徒の間に新たな学習が創造され、それが文化の創造や価値の創造につながるの

である。

また、今後におけるコミュニティ・スクール推進に関する課題として、法制度整備に関しては以下の

課題が残されている。①校長の任用と教職員の人事に関する制度的問題、②広域の通学区域に関して一

般校とコミュニティ・スクールとの学校選択の問題、③教育内容の特色化に関して公立学校における独

自性の容認という問題、④学校が果たすアカウンタビリティとして教育活動に関する情報開示と学校評

価の問題、⑤設置者に関する法的明確化および設置者と学校経営の問題、などである。コミュニティ．

スクールを法制度整備の面で推進する場合、これらの課題を踏まえて取り組んでいく必要がある。

（本稿は、日本教育経営学会第46回大会、於東北大学2006．6．4で発表した原稿を加筆修正したものであ

る。）

（注）

（1）文部科学省「都道府県・政令指定都市の類型別対応」2002年。完全学校過5日制に対応した都道府
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県・政令指定都市の取り組み127事例のまとめによる。

（2）佐藤晴雄「学校のパートナーシップ論」佐藤晴雄編『地域社会・家庭と結ぶ学校経営一新しいコミ

ュニティ・スクールの構図をどう描くか－』東洋館出版社、1999年、19頁。

（3）コミュニティ・スクール研究委員会『わが国におけるコミュニティ・スクールの現状と課題』（財）

日本教材文化研究財団、2004年。

（4）新井郁男「コミュニティ・スクール」今野・新井・児島編『新版学校教育辞典』教育出版、2003年、

320～321頁。オルセンがアカデミック学校と進歩主義学校に続く第三の学校としてコミュニティ・スク

ールを位置づけた社会的状況とは異なるものである。現在のコミュニティ・スクールは、基本的に学校

運営協議会制度を導入した学校である。エドワード・G・オルゼン（宗像誠也・渡辺誠・片山清一訳）

『学校と地域社会』小学館、1950年参照。

（5）金子郁容・鈴木寛・渋谷恭子『コミュニティ・スクール構想』岩波書店、2000年、129～140頁。金

子忠史「アメリカにおけるコミュニティ・スクールの進展」青山学院大学教育学会紀要『教育研究』第

46号、2002年、12頁。新井郁男「チャーター・スクールの意義について考える」『教職研修』2003年3

月号、11～13頁。黒崎勲『新しいタイプの公立学校』同時代社、2004年。

（6）小松郁夫「新モデル校としての『コミュニティ・スクール』」『日本教育経営学会紀要』第44号、

2002年、45～47頁。

（7）長野県南部の下伊那郡阿智村に所在。明治6年に前身の三野小学校が開校。隣接学校との統合を経

て、昭和54年に現在の校名に改称。平成17年度児童数80人、教員数12人、各学年単級。

（8）青少年育成組織「智里東協青の会」は、学区の全戸が会員（約250軒、約1000人）で、昭和57年に

設立された。「智里東協青の会」の存在と阿智村教育委員会の働きかけがコミュニティ・スクール発足

の背景要因である。（平成19年度コミュニティ・スクール推進フォーラム（名古屋会場）発表資料

2007．8．1）

（9）阿智第三小学校コミュニティ・スクール推進委員会設置規約第1条による。

（10）阿智第三小学校コミュニティ・スクール推進委員会編『コミュニティ・スクール推進事業研究報

告書［第一次報告］－中山間地小規模校における「地域の学校」づくりへの取組み－』2006年。

（11）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5（2004年6月改正）

（12）LSD法を用いた多重比較の結果、4種類の調査対象の間では、第2因子に関して、教員と地域住

民（教員＞地域住民）、保護種と地域住民（保護者＞地域住民）、保護者と中学・高校生（保護者＞中

学・高校生）との間で平均値の有意差（p＜0．05）が見られた。


